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入札等の実施について（業務委託編） 

平成２９年４月 川崎市財政局資産管理部契約課 

１ 対象業種 

 財政局契約課で行う業務委託契約の入札契約事務は次のとおりです。 

（１）市長部局 

  ○業種「建設コンサルタント」のうち、工事に直接関わる業務委託 

 ○業種「地質調査」 

 ○業種「測量」 

○業種「補償コンサルタント」のうち、工事に直接関わる業務委託 

○業種「建物清掃等」のうち、庁舎清掃業務委託 

○業種「屋外清掃」のうち、道路等清掃業務委託 

（２）上下水道局 

  予定価格１００万円（税込）を超える全ての業務委託 

 ※交通局及び病院局における業務委託契約は対象外となります。 

２ 一般競争入札 

（１）対象金額 

  原則として予定価格５００万円（税込）以上の案件は、一般競争入札に

より契約の相手方を決定します。 

（２）入札公表 

財政局分 上下水道局分 

毎週金曜日（その日が休庁日の時

は次の開庁日）に「入札情報かわさ

き」で公表します。 

毎週火曜日（その日が休庁日の時

は次の開庁日）に「入札情報かわさ

き」で公表します。 

委託契約係担当 

電話 044-200-2097・3117 
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（３）参加申込方法 

原則として、電子入札システム（電子入札用ＩＣカードが必要です。）

により申し込んでください。電子入札については、必ず入札情報かわさき

に掲載している電子入札運用基準を御確認ください。 

入札に参加するためには、案件ごとの参加条件（業種(及び種目)の登録、

許可、会社の所在地等）を満たしていることが必要です。参加条件等の詳

細は、案件ごとの公表内容を御覧ください。 

（４）見積用設計図書（以下「設計図書類」という。）の取得 

設計図書類については、原則ダウンロードにより取得することができ

ます。取得方法については、入札情報かわさきの見積用設計図書・積算

内訳書取得マニュアルを御覧ください。

また、上下水道局の案件については、入札情報かわさきに掲載されて

いる入札公表詳細内の案件固有書類へのリンクから、設計図書類がダウ

ンロードできます。

（５）入札参加資格の確認通知 

一般競争入札に参加申込みをした者には、指名停止等、地域要件、入札

参加資格で示された川崎市業務委託有資格業者名簿の該当業種（及び種

目）への登録がなされていることを確認し、資格確認通知を交付します。

審査の結果、資格がないとされた方は入札に参加できません。 

なお、入札参加資格の最終審査は、「（７）落札者の決定」のとおりで

す。 

（６）電子入札システムを利用した質問回答機能について 

財政局契約課が発注する一般競争入札において、電子入札システムにて

質問回答を実施します。入札参加申込者は、電子入札システムにおける質

問回答機能により、質問受付締切日までに質問を入力してください。質問

回答日に業者登録システムの仕様書等ダウンロードから回答をダウンロ

ードできます。質問回答機能の取扱等については、入札情報かわさきのダ

ウンロードコーナー内の財政局または上下水道局の入札参加手続関係に

それぞれ掲載している電子入札システム質問回答機能操作方法を御覧く

ださい。 

また、入札の条件として、当初に配布する仕様書・設計図書等のほか、
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入札参加者からの質問に対する回答を含め、十分に確認の上、入札してく

ださい。 

なお、質問がない場合は掲載いたしません。 

（７）落札者の決定 

  予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格を

もって入札を行った者について、入札参加申込時にさかのぼって入札参加

資格について審査し、落札を決定します。審査の結果、その者に資格がな

いと認めたときは、当該入札を無効とし、次に価格の低い入札者ついて同

様の審査を実施します。 

（８）電子くじ 

開札の結果、落札候補者となるべき同価の入札をした事業者が２者以上

あった場合には、電子くじによって落札候補者を決定します。 

詳細は、入札情報かわさきに掲載している電子入札運用基準を御覧くだ

さい。 

（９）入札参加条件の確認審査 

類似業務委託実績や技術者配置などの入札参加条件を設定する案件に

ついては、開札後落札候補者に電話連絡をし、設計担当部署にて入札参加

条件の確認審査を受けます。 

審査の結果、入札参加条件を有していることが確認できた場合に落札決

定しますが、確認できない場合には当該入札を無効とし、順次同様の審査

を行います。 

なお、入札参加条件を設定する案件については、落札決定を原則、開札

日の３日後までとします。 

（10）主観評価項目 

平成２９年度においても、主観評価項目制度の趣旨である「事業者をよ

り適正に評価するとともに、事業者の技術力等の向上及び社会的貢献への

意欲を高める」ため、同制度を利用した一般競争入札の拡充に努めてまい

ります。 
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４ 最低制限価格について 

業種「建設コンサルタント」、「地質調査」、「測量」、「補償コンサルタント」、

「建物清掃等」及び「屋外清掃」の６業種について、最低制限価格を設定し

ます（ただし、随意契約(見積り合わせを含む)、ＷＴＯ政府調達協定の適用

を受ける契約及び総合評価落札方式を適用する一般競争入札は、適用対象

外）。 

最低制限価格は、予定価格の８０％（業種「建設コンサルタント」は予定

価格の７２％）で設定し、最低制限価格を下回った入札は無効とします。 

５ 予定価格等の公表について

業種「建設コンサルタント」、「地質調査」、「測量」、「補償コンサルタント」、

「建物清掃等」及び「屋外清掃」の６業種について、落札決定後に予定価格、

最低制限価格、入札参加者、入札金額等について公表します。


